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第５節　救急体制

（１）救急出動の状況
　平成27年中の救急自動車による全国の救急出動
件数は、605万4,815件（対前年比６万9,894件増、
1.2％増）となっており、初めて500万件を超えた
平成16年以降もほぼ一貫して増加傾向を続けてい
る。救急出動件数は１日平均とすると約１万6,589
件（前年１万6,397件）で、約5.2秒（同5.3秒）に
１回の割合で救急隊が出動したことになる。
　また、救急自動車による搬送人員も一貫して増加
傾向を続け、547万8,370人（対前年比７万2,453
人増、1.3％増）となっており、国民の23人に１人（前
年24人に１人）が救急隊によって搬送されたこと
になる。救急自動車による搬送の原因となった事故
種別にみると、急病が349万1,374人（63.7％）、
一般負傷が81万7,931人（14.9％）、交通事故が49
万797人（9.0％）などとなっている（第２-５-１表、
第２-５-２表、 附属資料40、 4１）。

　なお、消防防災ヘリコプターによる出動件数は
3,375件（前年3,456件）、搬送人員は2,882人（前
年2,718人）となっている。

（２）傷病程度別搬送人員の状況
　平成27年中の救急自動車による搬送人員547万
8,370人のうち、死亡、重症及び中等症の傷病者の
割合は全体の50.4％、入院加療を必要としない軽
症傷病者及びその他（医師の診断がないもの等）の
割合は49.6％となっている（第２-５-３表）。

（３）年齢区分別事故種別搬送人員の状況
　平成27年中の救急自動車による搬送人員547万
8,370人の内訳を年齢区分別にみると、新生児が
１ 万3,054人（0.2 ％ ）、 乳 幼 児 が25万3,818人
（4.6％）、少年が19万7,552人（3.6％）、成人が
190万9,578人（34.9％）、高齢者が310万4,368人
（56.7％）となっており、高齢化の進展等により
高齢者の占める割合が年々高まる傾向にある（前年
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第2-5-1表 救急出動件数及び搬送人員の推移
（各年中）

区分

年

救急出動件数 搬送人員

（Ａ）のうち
急病による

出動件数（Ｂ）

（Ａ）に
対する

（Ｂ）の
割合（％）

全出動件数
対前年 

増減数／増減率（％）
全搬送人員

対前年 
増減数／増減率（％）

うち
救急自動車
による件数

（Ａ）

うち
消防防災
ヘリコプ

ターに
よる件数

うち
救急自動車
による件数

うち
消防防災
ヘリコプ
ターによ

る件数

平成14年 4,557,949 4,555,881 2,068 158,754 （3.6） 4,331,917 4,329,935 1,982 139,447 （3.3） 2,610,812 57.3 

平成15年 4,832,900 4,830,813 2,087 274,951 （6.0） 4,577,403 4,575,325 2,078 245,486 （5.7） 2,819,620 58.4 

平成16年 5,031,464 5,029,108 2,356 198,564 （4.1） 4,745,872 4,743,469 2,403 168,469 （3.7） 2,953,471 58.7 

平成17年 5,280,428 5,277,936 2,492 248,964 （4.9） 4,958,363 4,955,976 2,387 212,491 （4.5） 3,167,046 60.0 

平成18年 5,240,478 5,237,716 2,762 △39,950（△0.8） 4,895,328 4,892,593 2,735 △63,035（△1.3） 3,163,822 60.4 

平成19年 5,293,403 5,290,236 3,167 52,925 （1.0） 4,905,585 4,902,753 2,832 10,257 （0.2） 3,223,990 60.9 

平成20年 5,100,370 5,097,094 3,276 △193,033（△3.6） 4,681,447 4,678,636 2,811 △224,138（△4.6） 3,102,423 60.9 

平成21年 5,125,936 5,122,226 3,710 25,566 （0.5） 4,686,045 4,682,991 3,054 4,598 （0.1） 3,141,882 61.3 

平成22年 5,467,620 5,463,682 3,938 341,684 （6.7） 4,982,512 4,979,537 2,975 296,467 （6.3） 3,389,044 62.0 

平成23年 5,711,102 5,707,655 3,447 243,482 （4.5） 5,185,313 5,182,729 2,584 202,801 （4.1） 3,562,208 62.4 

平成24年 5,805,701 5,802,455 3,246 94,599 （1.7） 5,252,827 5,250,302 2,525 67,514 （1.3） 3,648,074 62.9 

平成25年 5,918,939 5,915,683 3,256 113,238 （2.0） 5,348,623 5,346,087 2,536 95,796 （1.8） 3,732,953 63.1 

平成26年 5,988,377 5,984,921 3,456 69,438 （1.2） 5,408,635 5,405,917 2,718 60,012 （1.1） 3,781,249 63.2 

平成27年 6,058,190 6,054,815 3,375 69,813 （1.2） 5,481,252 5,478,370 2,882 72,617 （1.3） 3,851,978 63.6 

（備考）　１　「救急業務実施状況調」及び「消防防災・震災対策現況調査」による。
　　　　２　東日本大震災の影響により、平成23年中の釜石大槌地区行政事務組合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータは除いた数値により集計している。
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55.5％）。
　ま た、 急 病 で は 高 齢 者（210万6,867人、
60.3 ％）、 交 通 事 故 で は 成 人（30万9,253人、
63.0 ％）、 一 般 負 傷 で は 高 齢 者（52万7,533人、
64.5％）が高い割合で搬送されている（第２-５-4表、
第２-５-１図）。

（４）急病に係る疾病分類別搬送人員の状況
　平成27年中の急病の救急自動車による搬送人員
349万1,374人 の 内 訳 をWHOの 国 際 疾 病 分 類
（ICD10）の項目別にみると、脳疾患が28万1,703
人（8.1％）、心疾患等が30万2,081人（8.6％）、消
化器系が34万1,483人（9.8％）、呼吸器系が32万
6,964人（9.4％）などとなっている（第２-５-２図）。

（各年中）

事故種別
平成26年中 平成27年中 対前年比

出動件数
（搬送人員）

構成比（％）
出動件数

（搬送人員）
構成比（％） 増減数 増減率（％）

急病 3,781,249 63.2 3,851,978 63.6 70,729 1.9
（3,419,932） （63.3） （3,491,374） （63.7） 71,442 2.1

交通事故
518,372 8.7 501,321 8.3 △17,051 △3.3

（508,013） （9.4） （490,797） （9.0） △17,216 △3.4

一般負傷 884,923 14.8 894,742 14.8 9,819 1.1
（808,072） （14.9） （817,931） （14.9） 9,859 1.2

自損行為
60,136 1.0 56,891 0.9 △3,245 △5.4

（40,742） （0.8） （38,425） （0.7） △2,317 △5.7

労働災害
51,694 0.9 50,788 0.8 △906 △1.8

（50,461） （0.9） （49,589） （0.9） △872 △1.7

加害
37,736 0.6 35,879 0.6 △1,857 △4.9

（29,768） （0.6） （28,116） （0.5） △1,652 △5.5

運動競技
38,501 0.6 40,588 0.7 2,087 5.4

（38,231） （0.7） （40,307） （0.7） 2,076 5.4

火災
23,676 0.4 22,318 0.4 △1,358 △5.7

（5,869） （0.1） （5,600） （0.1） △269 △4.6

水難 5,085 0.1 5,329 0.1 244 4.8
（2,451） （0.0） （2,327） （0.1） △124 △5.1

自然災害 698 0.0 493 0.0 △205 △29.4
（503） （0.0） （336） （0.0） △167 △33.2

その他 582,851 9.7 594,488 9.8 11,637 2.0
（501,875） （9.3） （513,568） （9.4） 11,693 2.3

合　　計 5,984,921 100.0 6,054,815 100 69,894 1.2
（5,405,917） 100.0 （5,478,370） 100 72,453 1.3

（備考）　「救急業務実施状況調」により作成

第2-5-2表 救急自動車による事故種別出動件数及び搬送人員

（平成27年中）

区分
事故種別

死亡 重症 中等症 軽症 その他 計

急病
60,387 272,596 1,451,216 1,701,544 5,631 3,491,374
（1.7） （7.8） （41.6） （48.7） （0.2） （100.0）

交通事故
2,198 18,830 92,103 375,976 1,690 490,797

（0.5） （3.8） （18.8） （76.6） （0.3） （100.0）

一般負傷
5,609 54,530 267,882 488,212 1,698 817,931

（0.6） （6.7） （32.8） （59.7） （0.2） （100.0）

その他
8,061 119,501 408,828 140,242 1,636 678,268

（1.2） （17.6） （60.3） （20.7） （0.2） （100.0）

計
76,255 465,457 2,220,029 2,705,974 10,655 5,478,370
（1.4） （8.5） （40.5） （49.4） （0.2） （100.0）

（備考）　１　「救急業務実施状況調」により作成
　　　　２　死亡とは、初診時において死亡が確認されたものをいう。
　　　　３　重症とは、傷病程度が３週間の入院加療を必要とするもの以上をいう。
　　　　４　中等症とは、傷病程度が重症または軽症以外のものをいう。
　　　　５　軽症とは、傷病程度が入院加療を必要としないものをいう。
　　　　６　その他とは、医師の診断がないもの等をいう。
　　　　７　（　）内は構成比を示し、単位は％である。

第2-5-3表 救急自動車による事故種別傷病程度別搬送人員の状況
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（５）現場到着所要時間の状況
　平成27年中の救急自動車による出動件数605万
4,815件の内訳を現場到着所要時間（119番通報を
受けてから現場に到着するまでに要した時間）別に
みると、５分以上10分未満が378万7,142件で最も
多く、全体の62.5％となっている（第２-５-３図）。
　また、現場到着所要時間の平均は8.6分（前年8.6
分）となっており、10年前（平成17年）と比べ、2.1
分延伸している（第２-５-５図）。

（６）病院収容所要時間の状況
　平成27年中の救急自動車による搬送人員547万
8,370人の内訳を病院収容所要時間（119番通報を
受けてから病院に収容するまでに要した時間）別に
みると、30分以上60分未満が334万9,560人（61.2％）
で最も多く、次いで20分以上30分未満が139万
8,607人（25.5％）となっている（第２-５-4図）。
　また、病院収容所要時間の平均は39.4分（前年
39.4分）となっており、10年前（平成17年）と比べ、
8.3分延伸している（第２-５-５図）。

第2-5-1図 年齢区分別搬送人員構成比率の推移
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第2-5-4表 救急自動車による年齢区分別事故種別搬送人員の状況�
（平成27年中）

事故種別

年齢区分

急　病 交通事故 一般負傷 その他（左記以外） 合　計※

（参考）
平成27年度

国勢調査人口
（構成比）

新生児
（構成比：％）

1,829 59 302 10,864 13,054

7,086,411（0.1） （0.0） （0.0） （1.6） （0.2）

乳幼児
（構成比：％）

154,456 15,852 66,317 17,193 253,818 （5.6）
（4.4） （3.2） （8.1） （2.5） （4.6）

少　年
（構成比：％）

81,881 47,627 32,772 35,272 197,552 12,407,682
（2.4） （9.7） （4.0） （5.2） （3.6） （9.9）

成　人
（構成比：％）

1,146,341 309,253 191,007 262,977 1,909,578 72,681,453
（32.8） （63.0） （23.4） （38.8） （34.9） （57.9）

高齢者
（構成比：％）

2,106,867 118,006 527,533 351,962 3,104,368 33,465,441
（60.3） （24.1） （64.5） （51.9） （56.7） （26.6）

合　計
（構成比：％）

3,491,374 490,797 817,931 678,268 5,478,370 125,640,987
（100.0） （100.0） （100.0） （100.0） （100.0） （100.0）

（備考）　１　「救急業務実施状況調」により作成　　　　　
　　　　２　年齢区分は次によっている。
　　　　　　（１）新生児　生後28日未満の者
　　　　　　（２）乳幼児　生後28日以上満7歳未満の者
　　　　　　（３）少　年　満７歳以上満18歳未満の者
　　　　　　（４）成　人　満18歳以上満65歳未満の者
　　　　　　（５）高齢者　満65歳以上の者
　　　　３　平成27年国勢調査人口中の年齢不詳1,453,758人は含まれていない。
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第2-5-3図 救急自動車による現場到着所要時間
別出動件数の状況

（備考）　「救急業務実施状況調」により作成

３分未満
66,896件

（1.1％） 

３分以上
５分未満

432,966件
（7.2％） 

３分以上
５分未満

432,966件
（7.2％） 

５分以上
10分未満

3,787,142件
（62.5％）

５分以上
10分未満

3,787,142件
（62.5％）

10分以上
20分未満

1,661,802件
（27.4％）

10分以上
20分未満

1,661,802件
（27.4％）

20分以上
106,009件
（1.8％）

救急出動件数
6,054,815件

（平成27年中）

第2-5-2図 急病に係る疾病分類別搬送人員の状況

（注）　１　 急病に係る疾病分類とは、急病に係るものについて初診時における医師の
診断に基づく傷病名をWHO（世界保健機関）で定める国際疾病分類（ICD）
により分類したものである。

　　　２　 「脳疾患」とは、「Ⅸ循環器系の疾患」のうち「a-0904脳梗塞」及び「a-0905
その他の脳疾患」をいう。

　　　３　 「心疾患等」とは、「Ⅸ循環器系の疾患」のうち、「a-0901高血圧性疾患」か
ら「a-0903その他の心疾患」まで、及び「a-0906その他の循環器系の疾患」
までをいう。

　　　４　「消化器系」とは、「XI消化器系の疾患」をいう。
　　　５　「呼吸器系」とは、「Ⅹ呼吸器系の疾患」をいう。
　　　６　「精神系」とは、「Ⅴ精神及び行動の傷害」をいう。
　　　７　 「感覚系」とは、「Ⅵ神経系の疾患」、「Ⅶ目及び付属器の疾患」、「Ⅷ耳及び

乳様突起の疾患」をいう。
　　　８　「泌尿器系」とは、「XIV腎尿路生殖器系の疾患」をいう。
　　　９　「新生物」とは、「Ⅱ新生物」をいう。
　　　10　 「症状・徴候・診断名不明確の状態」とは、「XⅧ症状、徴候及び異常臨床所

見・異常検査所見で他に分類されないもの」をいう。
　　　11　 「その他」とは、上記以外の大分類項群「Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、XII、XIII、XV、XVI、

XVII、XIX、XX、XXI」に分類されるものをいう。
　　　12　なお、「○○の疑い」は全てその疾病名により分類している。

脳疾患
281,703人
（8.1％）

脳疾患
281,703人
（8.1％） 心疾患等

302,081人
（8.6％）

心疾患等
302,081人
（8.6％）

消化器系
341,483人
（9.8％）

消化器系
341,483人
（9.8％）

呼吸器系
326,964人
（9.4％）

呼吸器系
326,964人
（9.4％）

精神系
124,749人
（3.6％）

感覚系
151,392人
（4.3％）

泌尿器系
114,804人
（3.3％）

新生物
58,114人

（1.6％） 

その他
620,645人

（17.8％） 

その他
620,645人

（17.8％） 

不明確等
1,169,439人
（33.5％） 

不明確等
1,169,439人
（33.5％） 

急病疾病分類別
搬送人員

3,491,374人

（平成27年中）

第2-5-4図 救急自動車による病院収容所要時間
別搬送人員の状況

（備考）　「救急業務実施状況調」により作成

10分未満
1,322人
（0.0％） 10分以上

20分未満
190,297人
（3.5％）

人

20分以上
30分未満
1,398,607人
（25.5％）

20分以上
30分未満
1,398,607人
（25.5％）

人

30分以上
60分未満
3,349,560人
（61.2％）

30分以上
60分未満
3,349,560人
（61.2％）

60分以上
120分未満
515,564人
（9.4％）

120分以上
23,020人
（0.4％）

全搬送人員
5,478,370人

（平成27年中）

第2-5-5図 救急自動車による現場等到着所要時間及び病院収容所要時間の推移

（備考）　１　「救急業務実施状況調」により作成
　　　　２　 東日本大震災の影響により、平成23年中の釜石大槌地区行政事務組合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータは除いた

数値により集計している。
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8.6

39.4

8.6

39.3

8.5

（各年中）

175



第
２
章
　
消
防
防
災
の
組
織
と
活
動

第５節　救急体制

（７）救急隊員の行った応急処置等の状況
　平成27年中の救急自動車による搬送人員547万
8,370人のうち、救急隊員が応急処置等を行った傷
病者は536万6,739人（98.0％）となっており、救

急隊員が行った応急処置等の総件数は2,024万6,134
件である。
　また、平成３年（1991年）以降に拡大された救
急隊員が行った応急処置等（第２-５-５表における※

第2-5-5表 救急隊員が行った応急処置等の状況
事　故　種　別 急　病 交通事故 一般負傷 その他 合　計

応急処置等対象搬送人員 3,433,763 476,098 795,637 661,241 5,366,739 

応
　
　
　
　
急
　
　
　
　
処
　
　
　
　
置
　
　
　
　
等
　
　
　
　
項
　
　
　
　
目

止　　血 20,188 23,631 74,318 17,289 135,426 
（0.1） （1.3） （2.6） （0.7） （0.7）

被　　覆 23,526 88,174 182,242 38,482 332,424 
（0.2） （4.8） （6.4） （1.6） （1.6）

固　　定 39,315 233,531 159,952 49,729 482,527 
（0.3） （12.8） （5.6） （2.0） （2.4）

保　　温 1,023,900 91,639 203,660 177,568 1,496,767 
（7.8） （5.0） （7.1） （7.3） （7.4）

酸素吸入 795,026 42,090 57,902 196,170 1,091,188 
（6.1） （2.3） （2.0） （8.0） （5.4）

人工呼吸 29,600 905 3,254 4,847 38,606 
（0.2） （0.1） （0.1） （0.2） （0.2）

胸骨圧迫 8,089 307 1,017 997 10,410 
（0.1） （0.0） （0.0） （0.0） （0.1）

※うち自動式心マッサージ器 2,061 50 279 228 2,618 

心肺蘇生 96,440 3,174 11,281 11,880 122,775 
（0.7） （0.2） （0.4） （0.5） （0.6）

※うち自動式心マッサージ器 8,397 241 1,066 1,033 10,737 

※在宅療法継続 27,524 181 2,219 2,786 32,710 
（0.2） （0.0） （0.1） （0.1） （0.2）

※ショックパンツ 142 16 41 34 233 
（0.0） （0.0） （0.0） （0.0） （0.0）

※血圧測定 3,133,146 453,296 725,282 598,648 4,910,372 
（23.9） （24.8） （25.3） （24.5） （24.2）

※心音・呼吸音聴取 986,811 133,175 141,548 131,275 1,392,809 
（7.5） （7.3） （4.9） （5.4） （6.9）

※血中酸素飽和度測定 3,235,227 460,989 757,716 628,645 5,082,577 
（24.7） （25.3） （26.5） （25.7） （25.1）

※心電図測定 1,924,611 108,179 209,516 288,296 2,530,602 
（14.7） （5.9） （7.3） （11.8） （12.5）

気道確保 161,753 5,269 17,443 20,831 205,296 
（1.2） （0.3） （0.6） （0.9） （1.0）

※うち経鼻エアウェイ 8,949 151 847 1,235 11,182 
※うち喉頭鏡、鉗子等 5,798 126 3,381 427 9,732 
※うちラリンゲアルマスク等 34,311 848 3,215 2,938 41,312 
※うち気管挿管 6,759 131 2,219 799 9,908 

※除細動 11,455 198 573 732 12,958 
（0.1） （0.0） （0.0） （0.0） （0.1）

※静脈路確保 39,874 1,242 4,435 3,715 49,266 
（0.3） （0.1） （0.2） （0.2） （0.2）

※うちCPA前 7,241 442 410 402 8,495

※うちCPA後 28,474 664 3,430 2,869 35,437

※薬剤投与 17,858 458 2,255 1,641 22,212 
（0.1） （0.0） （0.1） （0.1） （0.1）

※血糖測定 20,603 205 588 436 21,832 
（0.2） （0.0） （0.0） （0.0） （0.1）

※ブドウ糖投与 3,503 22 32 35 3,592 
（0.0） （0.0） （0.0） （0.0） （0.0）

※エピペン投与 212 14 45 30 301 
（0.0） （0.0） （0.0） （0.0） （0.0）

その他の処置 1,516,503 177,889 309,476 267,383 2,271,251 
（11.6） （9.8） （10.8） （11.0） （11.2）

合　　計 13,115,306 1,824,584 2,864,795 2,441,449 20,246,134 
（100.0） （100.0） （100.0） （100.0） （100.0）

拡大された応急処置等 9,467,241 1,159,522 1,855,257 1,662,933 14,144,953 

（備考）　１　「救急業務実施状況調」により作成
　　　　２　１人につき複数の応急処置等を行うこともあるため、応急処置等対象搬送人員と事故種別ごとの応急処置等の項目の計は一致しない。
　　　　３　（　）内は構成比を示し、単位は％である。
　　　　４　※は平成３年以降に拡大された応急処置等の項目である。
　　　　５　救急自動車により搬送された傷病者に行った応急処置等の状況を示す。
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の項目）の総件数は、1,414万4,953件（対前年比
3.2％増）となっているが、このうち救急救命士が
傷病者の蘇生等のために行う救急救命処置（除細
動＊１（救急救命士以外の救急隊員が行うものを含
む。）、ラリンゲアルマスク＊２等による気道確保、
気管挿管、除細動、静脈路確保＊３、薬剤投与＊４、
エピペン投与＊５、血糖測定＊６、ブドウ糖投与＊７）
の件数は16万1,381件（前年13万5,668件）に上り、
前年比で約19％増となっている。

（１）救急業務実施市町村数
　救急業務実施市町村数は、平成28年４月１日現
在、1,690市町村（791市、738町、161村）となっ
ている（東京都特別区は、１市として計上している。
以下同じ。）。
　98.3％（前年98.3％）の市町村で救急業務が実
施され、全人口の99.9％（同99.9％）がカバーさ
れている（人口は、平成27年の国勢調査人口による。
以下同じ。）こととなり、ほぼ全ての地域で救急業
務サービスが受けられる状態となっている（第２-５-
６表、 附属資料4２）。
　なお、救急業務実施形態別にみると、単独が443
市町村、委託が139市町村、一部事務組合及び広域
連合が1,108市町村となっている（第２-５-６図）。

（２）救急隊数及び救急隊員数
　救急隊は、平成28年４月１日現在、5,090隊（対

前年21隊増）設置されている（第２-５-７図）。
　救急隊員は、人命を救うという重要な任務に従事
することから、最低135時間の救急業務に関する講
習（旧救急Ⅰ課程）を修了した者等とされている。
平成28年４月１日現在、この資格要件を満たす消
防職員は全国で12万1,577人（対前年3,621人増）
となっており、このうち６万1,053人が、救急隊員
（専任の救急隊員だけでなく、救急隊員としての辞
令が発せられているが、ポンプ自動車等他の消防用
自動車と乗換運用している兼任の救急隊員も含む。）
として救急業務に従事している（第２-５-８図）。
　また、救急隊員の資格要件を満たす消防職員のう
ち、より高度な応急処置が実施できる250時間の救
急科（旧救急標準課程及び旧救急Ⅱ課程を含む。）
を修了した消防職員は、平成28年４月１日現在、
全国で８万1,991人（対前年2,718人増）となって

	 2.	 救急業務の実施体制

＊１　�除細動：心臓が痙攣したように細かく震えて血液が拍出できない致死的不整脈（心室細動）に電気ショックをかけることに
より、その震えを取り除く処置のことをいう。

＊２　�ラリンゲアルマスク：気道確保に用いられる換気チューブの一つ。喉頭を覆い隠すように接着し、換気路を確保する。
＊３　�静脈路確保：静脈内に針やチューブを留置して輸液路を確保する処置。静脈路確保により、薬剤を必要時に直ちに静脈内投

与することが可能になる。
＊４　�薬剤投与：医師の具体的な指示の下での、アドレナリン（エピネフリンともいう。以下単に「アドレナリン」という。）の

投与をいう。
＊５　�エピペン投与：アナフィラキシーショックにより生命が危険な状態にある傷病者が、あらかじめ自己注射が可能なアドレナ

リン製剤（エピペン）を処方されている者であった場合には、救急救命士が、アドレナリン製剤（エピペン）の投与を行う
こと。

＊６　�血糖測定：意識障害のある傷病者に対して血糖値を測定すること。
＊７　�ブドウ糖投与：医師の具体的な指示の下での、ブドウ糖投与をいう。

第2-5-6図 救急業務実施形態の内訳

（備考）　「救急業務実施状況調」により作成

単独
443市町村
（26.2％）

単独
443市町村
（26.2％）

委託
139市町村
（8.2％）

一部事務組合及び
広域連合
1,108市町村
（65.6％）

一部事務組合及び
広域連合
1,108市町村
（65.6％）

救急業務実施
市町村数
1,690市町村

（平成28年４月１日現在）

第2-5-6表 救急業務実施市町村数の推移
（毎年４月１日現在）

年
区分

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

市町村数 3,162 3,136 3,048 2,352 1,784 1,769 1,753 1,742 1,692 1,689 1,685 1,685 1,686 1,689 1,690

市町村実施率（％） 98.2 98.3 98.3 98.2 98.0 98.0 98.0 98.0 97.9 97.9 98.0 98.0 98.0 98.3 98.3

人口カバー率（％） 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9

（備考）　「救急業務実施状況調」により作成
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おり、このうち３万4,101人が救急隊員として救急
業務に従事している。

（３）救急救命士及び救急救命士運用隊の推移
　消防庁では、救急業務の高度化に伴い、全ての救
急隊に救急救命士が少なくとも１人配置される体制
を目標に、救急救命士の養成と運用体制の整備を推
進している。

　平成28年４月１日現在、救急救命士を運用して
いる消防本部は、全国733消防本部のうち732本部
で、その運用率は99.9％（前年99.9％）である。
救急救命士を運用している救急隊数は、全国の救急
隊5,090隊のうち98.4％（同97.8％）に当たる5,008
隊（対前年49隊増）となっており、年々増加して
いる。また、救急救命士の資格を有する消防職員は
３万4,223人（同1,410人増）となっているが、こ

第2-5-8図 救急隊員数の推移

（備考）　「救急業務実施状況調」により作成

140,000

50,000

80,000

110,000

20,000
平成11 1312 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2827262524 （年）

（人）

56,12856,128565,717565,717 56,55756,557 57,51557,515 57,96857,968 57,93657,936 57,96657,966 58,51058,510 59,21659,216 59,22259,222 59,01059,010 58,93858,938 59,65059,650 59,84759,847

97,26297,26294,84194,841 98,91598,915 101,411101,411 101,783101,783 103,549103,549 105,013105,013 109,057109,057 109,452109,452 112,185112,185 112,222112,222 115,407115,407 116,719116,719 118,572118,572

救急隊員数 救急隊員有資格者数

60,38360,383

118,026118,026

60,63460,634

120,766120,766

61,01061,010 61,05361,053

117,956117,956 121,577121,577

（各年４月１日現在）

第2-5-7図 救急隊数の推移

（備考）　「救急業務実施状況調」により作成

5,200

5,000

4,800

4,600

4,400

4,200

4,000
平成11 12 （年）13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2827262524

（隊数）

4,5824,5824,5534,553 4,5634,563 4,5964,596
4,6494,649

4,7114,711 4,7514,751 4,7794,779
4,8464,846 4,8714,871 4,8924,892 4,9104,910 4,9274,927 4,9654,965 5,0045,004 5,0285,028 5,0695,069 5,0905,090

（各年４月１日現在）
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のうち２万4,973人（同750人増）が救急救命士と
して運用されており、年々着実に増加している（第
２-５-９図、 第２-５-１0図）。

（４）救急自動車数
　全国の消防本部における救急自動車の保有台数
は、非常用を含め、平成28年４月１日現在、6,210
台（対前年26台増）となっている。このうち高規格
救急自動車数は全体の95％に当たる5,877台（対前
年108台増）となっている。

（５）高速自動車国道等における救急業務
　高速自動車国道、瀬戸中央自動車道及び神戸淡路
鳴門自動車道（以下「高速自動車国道等」という。）
における救急業務については、東日本高速道路株式
会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株
式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社（以下「高
速道路株式会社等」という。）が道路管理業務と一
元的に自主救急として処理する責任を有するととも
に、沿線市町村においても消防法の規定に基づき処
理責任を有しており、両者は相協力して適切かつ効
率的な人命救護を行うものとされている。高速自動

第2-5-9図 救急救命士運用隊の推移

（備考）　「救急業務実施状況調」により作成
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（各年４月１日現在）

第2-5-10図 救急救命士の推移

（備考）　「救急業務実施状況調」により作成
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車国道等における救急業務は、平成28年４月１日
現在、供用延長8,369kmの全ての区間について市
町村の消防機関により実施されており、高速道路株
式会社等においては、救急業務実施市町村に対し、
一定の財政負担を行っている。

（１）救急搬送における医療機関の受入状況＊8

　全国各地で救急搬送時の受入医療機関の選定に困
難を生ずる事案が報告されたことから、消防庁では、
平成19年10月に、平成16年中から平成18年中にお
ける産科・周産期傷病者搬送の受入実態についての
調査を初めて実施した。また、平成19年中の救急
搬送における受入状況等実態調査においては、産科・
周産期傷病者に加え、重症以上傷病者、小児傷病者
及び救命救急センター等への搬送傷病者も対象とし
て調査を実施した。
　「平成27年中の救急搬送における医療機関の受入
状況等実態調査」では、平成26年中の同調査と比

較し、照会回数４回以上の事案の件数については、
全ての類型において減少した。割合については、小
児傷病者搬送事案のみ横ばいであり、それ以外は減
少した（第２-５-７表）。現場滞在時間30分以上の事
案の件数については、小児傷病者搬送事案及び救命
救急センター搬送事案が増加する一方、重症以上傷
病者搬送事案、産科・周産期傷病者搬送事案が減少
した。割合については、重症以上傷病者搬送事案は
減少、救命救急センター搬送事案は横ばいであり、
産科・周産期傷病者搬送事案及び小児傷病者搬送事
案は、増加した（第２-５-８表）。

（２）	傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関
する基準

　救急搬送において、受入医療機関の選定困難事案
が発生している状況を踏まえ、消防庁では平成21
年、厚生労働省と共同で、都道府県に対する「傷病
者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準」
（以下「実施基準」という。）の策定及び実施基準
に関する協議会の設置の義務付け等を内容とする消

	 3.	 消防と医療の連携促進

＊８　�東日本大震災の影響により、平成23年１月から４月までの釜石大槌地区行政事務組合消防本部のデータの一部及び平成23
年１月から３月までの陸前高田市消防本部のデータは除いた数値により集計している。また、東日本大震災に伴う緊急消防
援助隊による救急活動は、本調査対象から除外している。

第2-5-7表 医療機関への受入照会回数４回以上の事案の推移
（各年中）

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

重症以上傷病者
搬送事案

17,281 3.9% 16,736 3.8% 15,132 3.4% 14,114 3.2% 11,754 2.7%

産科・周産期
傷病者搬送事案

  549 3.7%   530 3.6%   678 4.3%   617 3.8%   549 3.7%

小児傷病者
搬送事案

11,039 3.1% 10,759 3.0%  9,528 2.7%  8,708 2.4%  8,570 2.4%

救命救急センター
搬送事案

24,014 4.0% 25,324 3.9% 27,528 3.9% 26,740 3.6% 25,411 3.3%

（備考）　１　「平成27年中の救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査」より作成
　　　　２　重複有り
　　　　３　割合については、それぞれの類型の総搬送人員に対する割合

第2-5-8表 現場滞在時間30分以上の事案の推移
（各年中）

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

重症以上傷病者
搬送事案

21,794 4.9% 23,033 5.2% 23,950 5.4% 23,500 5.3% 22,379 5.2%

産科・周産期
傷病者搬送事案

 1,022 6.8%  1,019 6.9%  1,333 8.4%  1,267 7.8%  1,194 7.9%

小児傷病者
搬送事案

 9,600 2.7% 10,431 2.9% 11,986 3.5% 11,423 3.2% 12,039 3.4%

救命救急センター
搬送事案

31,451 5.2% 35,445 5.4% 41,777 5.9% 45,208 6.1% 47,030 6.1%

（備考）　１　「平成27年中の救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査」より作成
　　　　２　重複有り
　　　　３　割合については、それぞれの類型の総搬送人員に対する割合
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防法改正を行った。この改正消防法は、平成21年
10月30日に施行され、現在、全ての都道府県にお
いて協議会が設置され、実施基準も策定されている
ところである。各都道府県は、法定協議会において
実施基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの実施状
況を調査・検証した上で、その結果を実施基準の改
善等に結び付けていくことが望まれる。
　消防庁としては、各都道府県の取組状況や課題を
把握するとともに、効果的な運用を図っている地域
の取組事例等を広く把握・紹介するなどして、フォ
ローアップに取り組んでいる。
　各都道府県や地域において、消防機関と医療機関
をはじめ、医療機関相互、さらには、地域の実情に
応じて、専門科医、保健所、福祉、警察等の関係機
関等が一堂に会し、搬送と受入れの実態について、
事後検証等を通じて徹底的な議論を行い、問題意識
を共有するとともに、日常的に「顔の見える関係」
を構築する中で、円滑な搬送と受入れに向けて、よ
り具体的・効果的なルール作り（実施基準の改定等）
を行っていくことが重要であり、各団体において、
更なる取組を図っていくことが求められる。消防庁
としても、引き続き、都道府県の協議会における実
施基準の運用改善や見直しの議論に資するよう、必
要な調査や情報提供を行うこととしている。
　なお、消防法が改正され、実施基準に基づく救急
搬送が実施されたことを踏まえ、地域における救急
医療体制の強化のため、地方公共団体が行う私的二
次救急医療機関への助成に係る経費について、特別
交付税による地方財政措置を講じている。

（３）	救急医療体制
　傷病者の主な搬送先となる救急病院及び救急診療
所の告示状況は、平成28年4月1日現在、全国で
4,292箇所となっている（附属資料4３）。
　初期救急医療体制としては、休日、夜間の初期救
急医療の確保を図るための休日夜間急患センターが
559箇所（平成28年3月31日現在）、第二次救急医
療体制としては、病院群輪番制病院及び共同利用型
病院が2,733箇所（平成28年3月31日現在）、第三
次救急医療体制としては、救命救急センターが284
箇所（平成28年８月1日現在）整備されている。ま
た、救命救急センターのうち広範囲熱傷、指肢切断、
急性中毒等の特殊疾病傷病者に対応できる高度救命
救急センターは、36箇所（平成28年８月1日現在）

整備されている。
　救急告示制度による救急病院及び救急診療所の認
定と初期・第二次・第三次救急医療体制の整備につ
いては、都道府県知事が定める医療計画の下で一元
的に実施されている。
　これらの救急医療体制の下、消防法の規定により
都道府県が策定する実施基準では、傷病者の状況に
応じた医療の提供が可能な医療機関のリストが作成
されており、消防機関はそのリストを活用して、救
急搬送業務を行っている。

（１）救急業務に携わる職員の教育の推進
　平成３年（1991年）８月15日に、我が国のプレ
ホスピタル・ケア（救急現場及び搬送途上における
応急処置）の充実と救命率の向上を図るため、救急
救命士法が施行され、現場に到着した救急隊員が傷
病者を病院又は診療所に搬送するまでの間、医師の
指示の下に一定の救急救命処置を行うことを業務と
する救急救命士の資格制度が創設された。
　救急救命士の資格は、消防職員の場合、救急業務
に関する講習を修了し、５年又は2,000時間以上救
急業務に従事したのち、６か月以上の救急救命士養
成課程を修了し、国家試験に合格することにより取
得することができる。資格取得後、救急救命士が救
急業務に従事するには、病院実習ガイドラインに従
い160時間以上の病院実習を受けることとされてお
り、その後も２年ごとに128時間以上（うち、病院
実習は最低でも48時間程度）の再教育を受けるこ
とが望ましいとされている。
　消防庁としては、都道府県等の消防学校において、
応急処置の内容の拡大を踏まえた救急課程の円滑な
実施や、救急救命士の着実な養成が行われるよう、
諸施策を推進してきている。なお、救急救命士の資
格を取得するための教育訓練については、その内容
に高度かつ専門的なものが含まれていること、救急
医療関係の講師の確保を図る必要があること、教育
訓練の効率性を考慮する必要があること等から、救
急救命士法の成立を受け、消防機関の救急救命士の
養成を目的として全国47都道府県の出資により一
般財団法人救急振興財団が平成３年（1991年）に
設立され、救急救命士の養成が行われている。
　平成27年度には、一般財団法人救急振興財団の

	 4.	 救急業務高度化の推進
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第５節　救急体制

救急救命士養成所で約800人、政令指定都市等にお
ける救急救命士養成所で約380人の消防職員が養成
課程を修了し、国家試験を受験した。
　そのほか、全国救急隊員シンポジウムや日本臨床
救急医学会等の研修・研究機会を通じて、救急隊員
の全国的な交流の促進や救急活動技能の向上が図ら
れている。

（２）救急救命士の処置範囲の拡大
　救急救命士の処置範囲については、（３）に述べ
るメディカルコントロール体制の整備を前提とした
上で、次の〔１〕から〔４〕に示すように、順次拡
大されてきた。直近の救急救命士の処置拡大経緯に
ついては、後述のとおりである。平成23年度から、
「救急救命士の処置範囲に係る研究」において、傷
病者の救命率の向上や後遺症の軽減等を図るため、
①血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投
与、②重症喘息患者に対する吸入β刺激薬の使用、
③心肺機能停止前の静脈路確保と輸液、の３行為に
ついて、臨床効果、安全性及び実効性に関する検証
が、全国129消防本部で実施された。
　この実証研究における分析・考察の結果、平成25
年８月に厚生労働省より公表された「救急救命士の業
務のあり方等に関する検討会」の報告書（参照URL：
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-
Iseikyoku-Soumuka/0000014584.pdf）において、３
行為のうち、①及び③については、救急救命士の処置
範囲に追加することが適当であるという結論が示され
た。これを受けて、平成26年４月１日より心肺機能停
止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血
糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投
与が、救急救命士の処置範囲に追加された（〔４〕参照）。
【処置範囲拡大の経過】
〔１〕除細動
　平成３年の救急救命士法の施行以来、医師の具体
的指示の下に救急救命士が実施していた除細動につ
いては、平成15年４月から、プロトコルの作成及
び普及、講習カリキュラムに沿った必要な講習の実
施、プロトコルに沿った処置の実施等に関する事後
検証体制の整備など、事前及び事後におけるメディ
カルコントロール体制の整備を条件に、医師の包括
的指示の下で実施することが可能となった。
〔２〕気管挿管
　気管挿管については、平成16年７月から、事前

及び事後のメディカルコントロール体制の整備を条
件に、一定の講習及び病院実習を修了し、認定を受
けた救急救命士に認められることとなった。平成
28年４月１日現在、気管挿管を実施することので
きる救急救命士数は１万6,517人となっている。
　また、気管内チューブによる気道確保を実施する
場合に、ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を使用すると、気
道確保の安全性や確実性が高まることから、平成
23年８月より、追加講習及び病院実習など、一定
の要件の下でビデオ硬性挿管用喉頭鏡が使用可能と
なっており、今後も、地域メディカルコントロール
協議会等で運用について検討されることが期待され
ている。平成28年４月１日現在、ビデオ硬性挿管
用喉頭鏡を実施することのできる救急救命士の数は
3,255人となっている。
〔３〕薬剤投与（アドレナリン）
　薬剤投与については、平成18年４月から、事前
及び事後のメディカルコントロール体制の整備を条
件に、一定の講習及び病院実習を修了し、認定を受
けた救急救命士に認められることとなった。平成
28年４月１日現在、薬剤投与（アドレナリン）を
実施することのできる救急救命士の数は２万7,212
人となっている。
　さらに、平成21年３月より、アナフィラキシー
ショックにより生命が危険な状態にある傷病者があ
らかじめ自己注射が可能なアドレナリン製剤（エピ
ペン）を処方されている者であった場合には、救急
救命士が、アドレナリン製剤（エピペン）の投与を
行うことが可能となった。
〔４〕心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路
確保及び輸液、血糖測定並びにブドウ糖溶液の投与
　心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保
及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブド
ウ糖溶液の投与については、平成26年４月から、
事前及び事後におけるメディカルコントロール体制
の整備を条件に、一定の講習を受講し、認定を受け
た救急救命士に認められることとなった。平成28
年４月１日現在、心肺機能停止前の重度傷病者に対
する静脈路確保及び輸液を実施することができる救
急救命士の数は１万2,110人、血糖測定並びにブド
ウ糖溶液の投与を実施することができる救急救命士
の数は１万2,169人となっている。これにより傷病
者の救命率の向上や後遺症の軽減に寄与するものと
考えられる。消防庁としては、厚生労働省と連携し、

182



全国の消防本部における救急救命士の処置範囲の拡
大に向けた対応を支援していくこととしている。

（３）メディカルコントロール体制の充実
　プレホスピタル・ケアにおけるメディカルコント
ロール体制とは、医学的観点から救急救命士を含む
救急隊員が行う応急処置等の質を保証する仕組みを
いう。具体的には、消防機関と医療機関との連携に
よって、〔１〕医学的根拠に基づく、地域の特性に
応じた各種プロトコルを作成し、〔２〕救急隊が救
急現場等から常時、迅速に医師に指示、指導・助言
を要請することができ、〔３〕実施した救急活動に
ついて、医師により医学的・客観的な事後検証が行
われるとともに、その結果がフィードバックされ、
〔４〕再教育等が行われる体制をいうものである。
　消防機関と医療機関等との協議の場であるメディ
カルコントロール協議会は、各都道府県単位及び各
地域単位で設置されており、平成28年10月１日現
在において、各地域単位のメディカルコントロール
協議会数は251となっている。メディカルコント
ロール協議会においては、事後検証等により、救急
業務の質的向上に積極的に取り組んでおり、救急救
命士を含む救急隊員が行う応急処置等の質を向上さ
せ、救急救命士の処置範囲の拡大等救急業務の高度
化を図るためには、今後もメディカルコントロール
体制のより一層の充実強化が必要である。
　なお、消防庁においては、厚生労働省とともに、
全国のメディカルコントロール協議会の充実強化、
全国の関係者間での情報共有及び意見交換の促進等
を図ることを目的として、平成19年５月に設置さ
れた「全国メディカルコントロール協議会連絡会」
を定期的に開催している。
　また、平成21年に改正された消防法に基づく、
実施基準に関する法定協議会について、メディカル
コントロール協議会等の既存の協議会の活用も可能
となっているなど、その役割は非常に重要なものと
なっている。

（４）救急蘇生統計（ウツタインデータ）の活用
　我が国では、平成17年１月から全国の消防本部
で一斉にウツタイン様式＊9の導入を開始している
が、全国統一的な導入は世界初であり、先進的な取
組となっている。消防庁としては、ウツタイン様式
による調査結果をオンラインで集計・分析するため
のシステムの運用も開始しており、今後は、救急救
命士が行う救急救命処置の効果等の検証や諸外国と
の比較が客観的データに基づき可能となることか
ら、プレホスピタル・ケアの一層の充実に資するこ
とが期待されている。
　消防庁の有する救急蘇生統計（ウツタインデータ）
については、平成17年から平成27年までの11年分
のデータが蓄積されている。このデータの蓄積が適
切かつ有効に活用されるよう、申請に基づき、関係
学会等にデータを提供し、救命率向上のための方策
や体制の構築等に活用することとしている。
　なお、従来、ウツタイン様式については、「ウツ
タイン統計」及び「心肺機能停止傷病者の救命率等
の状況」として公表していたが、救急搬送された心
肺機能停止傷病者に関する統計であることをより分
かりやすくするため、平成21年から「救急蘇生統計」
へと名称の変更を行っている。

（５）一般市民に対する応急手当の普及
　現場到着所要時間（119番通報を受けてから救急
隊が現場に到着するまでに要した時間）は、平成
27年中の平均では8.6分となっており、この間に、
バイスタンダー＊10による応急手当が適切に実施さ
れることで、大きな救命効果が期待される。したがっ
て、一般市民の間に応急手当の知識と技術が広く普
及するよう、より一層取り組んでいくことが重要で
ある。現在、特に心肺機能停止状態に陥った傷病者
を救命するために必要な救命処置（心肺蘇生と自動
体外式除細動器（以下「AED＊11」という。）の使用）
の技術習得を目的として、住民体験型の普及啓発活
動が推進されている。特に平成16年７月には、「非

＊９　�ウツタイン様式：心肺機能停止症例をその原因別に分類するとともに、目撃の有無、バイスタンダー（救急現場に居合わせ
た人）による心肺蘇生の実施の有無等に分類し、それぞれの分類における傷病者の予後（一ヵ月後の生存率等）を記録する
ための調査統計様式であり、1990年にノルウェーの「ウツタイン修道院」で開催された国際会議において提唱され、世界
的に推奨されているものである。

＊10� �バイスタンダー（bystander）：救急現場に居合わせた人（発見者、同伴者等）のことで、適切な処置が出来る人員が到着す
るまでの間に、救命のための心肺蘇生法等の応急手当を行う人員のこと。

＊11� �AED（Automated�External�Defibrillator：自動体外式除細動器）：心室細動の際に機器が自動的に解析を行い、必要に応じて
電気的なショック（除細動）を与え、心臓の働きを戻すことを試みる医療機器。薬事法上の「半自動除細動器」（広義の
AED）には、非医療従事者向けAED（PAD：Public�Access�Defibrillator）及び医療従事者向けAED（半自動式AED）が含ま
れる。救急隊は医療従事者向けのAEDを使用する。
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医療従事者による自動体外式除細動器（AED）の使
用について」（厚生労働省医政局長通知）が発出され、
非医療従事者についてもAEDを使用することが可能
となり、10年以上経った現在では、一般市民が
AEDを使用できることは認知されている。
　消防庁では、「応急手当の普及啓発活動の推進に
関する実施要綱」により、心肺蘇生法等の実技指導
を中心とした住民に対する救命講習の実施や応急手
当指導者の養成、公衆の出入りする場所・事業所に
勤務する管理者・従業員を対象にした応急手当の普
及啓発及び学校教育の現場における応急手当の普及
啓発活動を行っている。全国の消防本部における平
成27年中の救命講習受講者数は144万98人で、心
肺機能停止傷病者への住民による応急手当の実施率
は48.1％に上昇する（前年47.2％）など、消防機
関は応急手当普及啓発の担い手としての主要な役割
を果たしている。
　また、平成23年度から、より専門性を高めつつ
受講機会の拡大等を図るため、主に小児・乳児・新
生児を対象とした普通救命講習Ⅲや住民に対する応
急手当の導入講習（「救命入門コース」）、e-ラーニ
ングを用いた分割型の救命講習を新たに追加した。
　平成28年度からは、教員職にある者の応急手当
普及員養成講習について、講習時間を短縮し実施す
ることも可能としたり、他の地域で応急手当普及員
講習等を修了した者の取り扱いについて、取得地域
以外で指導できない不利益がないように当該消防本
部でも認定したものとみなしても差し支えないとす
るなど、国民のニーズに合わせた取組も進めている。
　主に、市民が行う一次救命処置については、一般
財団法人日本救急医療財団心肺蘇生法委員会が心肺
蘇生の内容の国際標準化を目的として５年に１度見
直している「救急蘇生法の指針2015（市民用）」に
基づく内容となっている。また、昭和57年に制定
された「救急の日」（９月９日）及びこの日を含む
一週間の「救急医療週間」を中心に、全国の消防機
関では応急手当講習会や救急フェア等を開催し、一
般市民に対する応急手当の普及啓発活動に努めると
ともに、応急手当指導員等の養成や応急手当普及啓
発用資機材の整備を推進している。

（１）適正利用の推進
　平成27年中の救急自動車による救急出動件数は、
過去最高の605万4,815件に達し、初めて500万件
を超えた平成16年以降もほぼ一貫して増加傾向を
続けている。救急自動車による出動件数は、10年
前と比較して約15％増加しているが、救急隊数は
約７％の増加にとどまっており、救急搬送時間も延
伸傾向にある。消防庁では、救急車の適正利用等の
ための広報活動を行う一方で、「ためらわず救急車
を呼んでほしい症状」等を解説した「救急車利用マ
ニュアル」（参照URL：http://www.fdma.go.jp/html/
life/kyuukyuusya_manual/index.html） を 作 成 し、
全国の消防機関に配付するとともに消防庁ホーム
ページにも掲載するなど、これまでも、増加する救
急需要への対応に努めてきた。しかし、平成28年
度に行った将来推計（第２-５-１１図）によると、高齢
化の進展等により救急需要は今後ますます増大する
可能性が高いことが示されており、救急搬送時間の
延伸を防ぐための更なる対策を検討する必要がある。
　転院搬送については、全救急出動件数の１割弱を
占め、全体の救急搬送件数に与える影響が大きい。
　平成27年度は「救急業務のあり方に関する検討
会」において、消防庁と厚生労働省が連携して「転
院搬送における救急車の適正利用に係るガイドライ
ン」を作成し、各地域においては、当該ガイドライ
ンを参考にしつつ、消防機関、医療機関等関係者間
で合意の上、救急業務として転院搬送を行う場合に
ついてのルールを定めることが有効であるとの報告
がなされたことを受け、消防庁及び厚生労働省では、
平成28年３月に、「転院搬送における救急車の適正
利用の推進について」（消防庁次長及び厚生労働省
医政局長通知）を発出したところであり、地域の実
情に応じ、ルール化に向けた合意形成のための取組
を積極的に行うことが期待されている。

（２）緊急度判定体系の構築
　消防庁では平成17年度から、真に救急を必要とす
る傷病者に迅速に救急出動し、救急現場において的
確に対応し、速やかに適切な医療機関へ搬送すると
いう本来の救急業務を円滑に遂行し救命率の向上を
図るため、「緊急度判定」の適切かつ効果的な導入
方法について検討を進めてきた。平成23年度には「社

	 5.	 救急業務を取り巻く課題
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会全体で共有する緊急度判定（トリアージ）体系の
あり方検討会」を発足させ、「家庭自己判断プロト
コル」「電話相談プロトコル」「119番通報プロトコル」
「救急現場プロトコル」の４つについてVer. 0を策
定した。また、傷病者が最終的に医療機関でどの程
度の緊急性があったと判断されるかの客観的な基準
として「緊急度判定基準」を策定した。平成24年度
には、策定した緊急度判定基準の妥当性を明らかに
するため、実証検証事業としてVer. 0を横浜市、堺
市及び田辺市の３地域にて試験運用した。
　平成25年度は、この試験運用において収集され
たデータから得られたVer. 0の精度向上に向けた課
題を踏まえ、緊急度判定プロトコルVer. 1を策定し、
一定の成果を得ることができた。しかし、普及啓発
やコンセンサスの形成については充分ではないとい
う課題が残った。
　平成27年度は、「救急業務のあり方に関する検討
会」において、「緊急度判定体系の普及ワーキング
グ ル ー プ」 を 設 置 し、 救 急 安 心 セ ン タ ー 事 業
（＃7119）や救急受診ガイド2014年版の普及につ
いて検討するとともに、緊急度判定体系の基本的な
概念について、一般市民の立場、関係者の立場、地
域社会全体それぞれの観点から整理した。平成28
年度も引き続き、ワーキンググループを設置し、更
なる緊急度判定体系の普及を目的として、住民によ
る緊急度判定体系を支援するためのツールの作成
や、緊急度判定体系の概念や必要性を対象者の年代
に応じて伝えるための資材作成の検討を進めている。

（３）電話による救急相談事業の推進
　近年の救急出動件数の大幅な増加は、高齢化、核
家族化の進行を背景とし、住民が救急要請すべきか
自力受診すべきか迷った場合に119番通報するといっ
たケースの増加が要因の一つであると考えられる。　
　こうした救急需要対策の一環として、消防庁では、
住民が急な病気やけがをしたときに、救急車を呼ん
だ方がいいのか、今すぐ病院に行った方がいいのか
など迷った際に、専門家から電話で助言を受けるこ
とができる相談窓口として、平成21年度から救急
安心センター事業（以下、「＃7119」という。）を
推進しており、平成28年８月末現在で、全国７地
域（東京都、大阪府、奈良県、福岡県、北海道札幌
市周辺、神奈川県横浜市、和歌山県田辺市周辺）で
事業が実施（人口カバー率約27.3％）されている。

　#7119の実施地域においては、救急搬送件数に
おける軽症者の割合の減少、救急出動件数の増加率
の抑制などの効果が出ているほか、救急相談の結果、
緊急度が高いと判断された傷病者を救急搬送し、一
命を取り留めた奏功事例が多数報告されている。ま
た、医療機関における救急医療相談や時間外受付者
数が抑制されるなど医療機関の負担軽減が見込まれ
るほか、不安な住民に安心を提供するという効果も
みられている。
　消防庁では、「平成27年度救急業務のあり方に関
する検討会」において、事業を実施するに当たって
の課題やその解決方策についての検討を行い、
#7119が救急車の適正利用の推進の観点及び緊急
度判定体系の普及の観点から極めて有効であると報
告がなされたことから、平成28年３月31日に、「救
急安心センター事業（#7119）の更なる取組の推
進について」（消防庁救急企画室長通知）を発出し、
都道府県が、管内消防本部の意向を踏まえつつ、衛
生主管部局及び医療関係者等との合意形成を図るな
ど、#7119の導入に向け積極的に取り組むことを
促している。
　同通知においては、スケールメリット及び相談員
等の確保等の観点からは都道府県単位での運用が望
ましいため、原則として、都道府県単位で実施する
こととしており、都道府県内の一部の地域において
実施している団体については、対象範囲の拡大につ
いて働き掛けを行っている。さらに、この相談窓口
は、原則として24時間365日、相談を受け付ける
ことができることとしており、同一の窓口において
24時間365日体制を実施できない場合においては、
地域の医療機関等との連携、民間事業者への委託等、
地域の実情に応じた適切な体制の整備により、実質
的に24時間365日、相談を受け付けることができ
る体制を整えていることとしている。
　平成28年度からは、#7119を実施しておらず、
かつ救急需要が大きい道府県を中心に、#7119を
開始するに当たっての助言を行う等、#7119の更
なる普及のため、積極的な普及推進を行っていると
ころである。また、同様の医療相談を行っているが
365日24時間体制となっていない類似番号でサー
ビスを提供している団体については、#7119へ移
行するよう働き掛けている。
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（４）心肺機能停止傷病者の救命率等
　消防庁では、平成17年１月から、救急搬送され
た心肺機能停止傷病者の救命率等の状況について、
国際的に統一された「ウツタイン様式」に基づき調
査を実施している。
　平成27年中の救急搬送件数のうち、心肺機能停止
症例数は12万3,421件であり、うち心原性（心臓に原
因があるもの）は７万3,697件（A）であった。
　（A）のうち、心肺機能停止の時点を一般市民に
より目撃された件数は２万4,496件（B）であり、
このうち１ヵ月後生存率は13.0％、1ヵ月後社会復
帰率は8.6％となっている（第２-５-１２図）。
　（B）のうち、一般市民により応急手当が行われ
た件数は１万3,672件（C）であり、このうち１ヵ
月後生存率は16.1％となっており、応急手当が行
われなかった場合（9.2％）と比べて約1.8倍高い。
また、1ヵ月後社会復帰率についても応急手当が行

われた場合には11.7％となっており、応急手当が
行われなかった場合（4.7％）と比べて約2.5倍高く
なっている（第２-５-９表）。
　（C）のうち、一般市民によりAEDを使用した除細
動が実施された件数は1,103件であり、１ヵ月後生
存率は54.0％、１ヵ月後社会復帰率は46.1％となっ
ている（第２-５-１３図）。
　一般市民による応急手当が行われた場合の１ヵ月
後生存率及び１ヵ月後社会復帰率は増加傾向にある
が、一般市民による応急手当の実施は生存率及び社
会復帰率の向上において重要であり、今後、一層の
推進を図る必要がある。
　消防庁では、平成27年８月に、「自動体外式除細
動器（AED）設置登録情報の有効活用等について」
（消防庁救急企画室長通知）を発出し、各消防本部
における、日本救急医療財団全国AEDマップを用い
た情報提供の推進並びにAEDの設置場所に関する情
報の通信指令システムへの登録及び口頭指導におけ
る当該情報の活用の推進並びにAEDの設置登録情報
の適正化及び有効活用の環境整備の３点について、
更なる取組を促しているところである。

（５）感染症対策
　救急隊員は、常に各種病原体からの感染の危険性
があり、また、救急隊員が感染した場合には、他の
傷病者へ二次感染させるおそれがあることから、救
急隊員の感染防止対策を確立することは、救急業務
において極めて重要な課題である。
　消防庁では、「消防学校の教育訓練の基準」にお
いて、救急隊員養成の講習項目として、参考とする
ものの中に救急用資器材操作法・保管管理・消毒に
ついても定めている。また、各種感染症の取扱いに

第2-5-11図 救急出動件数・救急搬送人員の推移とその将来推移（2000年～2025年）
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ついて、感染防止用マスク、手袋、感染防止衣等を
着用して傷病者の処置を行う共通の標準予防策等の
徹底を消防機関等に要請している。
　新型インフルエンザ対策としては、平成21年２
月に「消防機関における新型インフルエンザ対策の
ための業務継続計画ガイドライン」を策定し、消防
機関に業務継続計画の策定を促した。
　平成24年４月27日には、病原性が高い新型イン
フルエンザや同様な危険性のある新感染症に対し
て、国民の生命・健康を保護し、国民生活・国民経
済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的
とした、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」
が成立し、新型インフルエンザ等の発生時における

措置の法的根拠の整備が図られ、平成25年４月13
日から施行された。また、同年６月７日には、同法
第６条第４項の規定に基づき、「新型インフルエン
ザ等対策政府行動計画」が閣議決定された。
　平成26年度に西アフリカを中心に流行したエボ
ラ出血熱は、感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律（平成10年法律第114号）に
おいて、一類感染症に指定されており、エボラ出血
熱の患者（疑似症を含む。）として都道府県知事が
入院を勧告した患者又は入院させた患者の特定感染
症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関への
移送は、都道府県知事（保健所設置市の場合は市長、
特別区の場合は区長）が行う業務とされている。

第2-5-13図 一般市民により除細動が実施された件数の推移

46
144

287

429

583
667

738

881881881 907

1,0301,0301,030
1,1031,1031,103

92

264

486

807807807

1,007

1,298

1,433

1,802

1,489

1,664

1,815

23.9％23.9％23.9％

29.2％

35.5％

38.2％38.2％38.2％
35.8％35.8％35.8％

38.2％38.2％38.2％ 38.9％38.9％38.9％

36.0％36.0％36.0％

42.8％42.8％42.8％ 43.3％43.3％43.3％

46.1％46.1％46.1％

26.1％26.1％26.1％

33.3％

42.5％
43.8％ 44.3％

45.1％45.1％45.1％

45.1％45.1％45.1％

41.4％41.4％41.4％

50.2％

50.4％50.4％50.4％

54.0％54.0％54.0％

20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0
32.0
34.0
36.0
38.0
40.0
42.0
44.0
46.0
48.0
50.0

58.0

52.0
54.0
56.0

（%）（件数）

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,800

1,600

1,400

平成17 18 19 20 21 272625242322 （年）

一般市民により心肺機能停止の時点が
目撃された心原性の心肺停止症例の
うち、一般市民により除細動が実施さ
れた症例の１ヵ月後生存率

一般市民により心肺機能停止の時点が
目撃された心原性の心肺停止症例の
うち、一般市民により除細動が実施さ
れた件数

全症例のうち、一般市民により除細動
が実施された件数

一般市民により心肺機能停止の時点が
目撃された心原性の心肺停止症例の
うち、一般市民により除細動が実施さ
れた症例の１ヵ月後社会復帰率

（備考）　 東日本大震災の影響により、平成22年及び平成23年の釜石大槌地区行政事務組合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータは除いた数値に
より集計している。

（各年中）

（各年中）

救急隊が
搬送した
心肺機能

停止傷病者
総数

心原性でかつ心肺停止の時点が一般市民により目撃された症例

うち、一般市民による応急処置あり うち、一般市民による応急処置なし

１ヵ月後生存者数 １ヵ月後社会復帰者数 １ヵ月後生存者数 １ヵ月後社会復帰者数

１ヵ月後
生存率

１ヵ月後
社会復帰率

１ヵ月後
生存率

１ヵ月後
社会復帰率

平成17年 102,738 17,882 7,335 631 8.6% 334 4.6% 10,547 651 6.2% 253 2.4%

平成18年 105,942 18,897 8,108 819 10.1% 456 5.6% 10,789 772 7.2% 312 2.9%

平成19年 109,461 19,707 9,376 1,141 12.2% 738 7.9% 10,330 872 8.4% 457 4.4%

平成20年 113,827 20,769 9,970 1,280 12.8% 861 8.6% 10,799 889 8.2% 433 4.0%

平成21年 115,250 21,112 10,834 1,495 13.8% 991 9.1% 10,278 922 9.0% 504 4.9%

平成22年 123,095 22,463 11,195 1,572 14.0% 1,065 9.5% 11,268 989 8.8% 478 4.2%

平成23年 127,109 23,296 11,536 1,642 14.2% 1,142 9.9% 11,760 1,013 8.6% 535 4.5%

平成24年 127,866 23,797 12,248 1,741 14.2% 1,193 9.7% 11,549 995 8.6% 517 4.5%

平成25年 123,987 25,469 13,015 1,932 14.8% 1,392 10.7% 12,454 1,103 8.9% 619 5.0%

平成26年 125,951 25,255 13,679 2,106 15.4% 1,476 10.8% 11,576 976 8.4% 496 4.3%

平成27年 123,421 24,496 13,672 2,195 16.1% 1,594 11.7% 10,824 991 9.2% 509 4.7%

（備考）　東日本大震災の影響により、平成22年及び平成23年の釜石大槌地区行政事務組合及び陸前高田市消防本部のデータは除いた数値により集計している。

第2-5-9表 一般市民による応急手当の実施の有無
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　しかし、救急業務として傷病者を搬送した後にそ
の傷病者がエボラ出血熱に罹患していたと判明する
可能性があり、その場合は救急隊員の健康管理や救
急車の消毒等を徹底することが必要となる。
　消防庁では、平成26年９月３日に消防本部に対
し事務連絡を発出し、エボラ出血熱の発生状況につ
いて注意喚起するとともに、感染症患者を搬送した
場合に必要となる対応について再確認を促した。さ
らに、厚生労働省から国内発生を想定した衛生主管
部（局）における基本的な対応が示されたことを受
け、消防機関における基本的な対応を通知し、救急
要請時に発熱症状を訴えている者には、流行国への
渡航歴の有無を確認し、過去１か月以内の渡航歴が
あることが判明した場合は、エボラ出血熱の感染が
疑われることから、二次感染の防止のため、本人に
自宅待機を要請するとともに、直ちに保健所に連絡
し、対応を保健所へ引き継ぐこと等、消防機関にお
ける基本的な対応を定めた。
　また、保健所等の移送体制が十分に整っていない
地域もあることから、厚生労働省から消防庁に対し
て保健所等が行う移送について消防機関による協力
の要請があったため、消防庁は厚生労働省と協議を
行った上で、保健所等に対する消防機関の協力のあ
り方について、同年11月28日に通知で示した。
　平成24年からアラビア半島諸国を中心に患者発
生が報告され、平成27年５月には韓国で患者が多
数発生した中東呼吸器症候群（MERS）の対策につ
いては、平成27年６月３日に情報収集を促す通知
を発出するとともに、６月９日には救急要請時及び
現場活動時にMERSの健康監視対象者を覚知した場
合、保健所に連絡し対応を引き継ぐこと等、消防機
関における基本的な対応について示した。９月18
日には、７月５日以降、韓国で新規患者の報告がさ
れていないこと等を受けて、６月３日の通知を廃止
し、新たな通知を発出しているが、消防機関におけ
る基本的な対応については変更していない。

（６）救急用資器材等の整備
　救急業務の高度化及び医学的根拠の変遷に伴い、
高規格救急自動車、高度救命処置用資器材等の整備
が重要な課題となっている。
　近年、地方財政が厳しい中、これら高規格救急自
動車、高度救命処置用資器材等に対する財政措置は
不可欠であり、地方交付税、補助金など、必要な措

置が講じられている。今後も引き続き、高規格救急
自動車及び救急救命士の処置範囲の拡大に対応した
高度救命処置用資器材の配備を促進する必要がある。

（７）　熱中症対策
　平成19年８月、埼玉県熊谷市及び岐阜県多治見
市において最高気温40.9℃が記録され、熱中症に
対する社会的関心が高まったことを契機に、消防庁
では、平成20年から全国の消防本部を調査対象と
し、７月から９月までの夏期における熱中症による
救急搬送状況の調査を開始した。平成27年からは
調査期間を５月から９月までに拡大し、その結果を
速報値として週ごとにホームページ上に公表すると
ともに、各月の確定値を公表している。
　平成28年５月～９月における全国の熱中症によ
る救急搬送人員は５万412人となっており、平成
27年と比較すると約9.7％減少している。年齢区分
別にみると、高齢者（満65歳以上）が２万5,228人
（50.0％）で最も多く、次いで成人（満18歳以上
満65歳未満）が１万8,150人（36.0％）、少年（満
７歳以上満18歳未満）が6,548人（13.0％）となっ
ている。初診時における傷病程度別にみると、軽症
が３万2,696人（64.9％）で最も多く、次いで中等
症が１万6,242人（32.2％）、重症が981人（1.9％）、
死亡が59人（0.1％）となっている（第２-５-１0表）。
　熱中症に関する取組としては、平成19年度から、
熱中症対策に関係する省庁が緊密な連携を確保し、
効率的かつ効果的な施策の検討及び情報交換を行う
ことを目的として、熱中症関係省庁連絡会議を設置
している。
　また、平成25年度から、熱中症に関する普及啓
発等の効果をより一層高いものにするため、熱中症
による救急搬送人員数や死亡者数の急増する７月を

「熱中症予防強化月間」と定めている。消防庁では、
今年度、熱中症予防強化月間に併せて、熱中症予防
啓発コンテンツとして、「予防啓発ビデオ」「予防啓
発イラスト」「予防広報メッセージ」を初めて作成
した。全国の消防機関をはじめ、熱中症予防を啓発
する関係機関等に対して、このコンテンツを積極的
に活用していただけるよう呼び掛けている（参照
URL：http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/
fieldList9_2.html）。
　また、近年、外国人来訪者数が増加傾向にあるこ
とから、熱中症による救急搬送人員数における外国

188



人来訪者の救急搬送の実態調査について検討すると
ともに、熱中症予防の啓発についても、消防庁が作
成した予防啓発コンテンツ「予防広報メッセージ」
のように、多言語対応化していくことを検討していく。

（８）	2020年東京オリンピック・パラリンピック
競技大会への救急対応

　平成27年度の「救急業務のあり方に関する検討会」
において、外国語対応・コミュニケーションの問題
（文化・宗教含む）及び多数傷病者発生時の対応等
の課題への対応策について、実態調査等を踏まえて、
各消防本部や関係機関において実施可能な具体的方
策と、連携に対する課題の検討を行った。
　2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大
会の開催により、開催地はもとより、その他の都市
部及び観光地において、数多くの外国人が来訪する
ことが予想され、救急業務においても多言語対応が
より一層必要となる。このため、各消防本部におい
ては、外国人への対応について、コミュニケーショ
ンボードなどの多言語コミュニケーションツールや
通訳を交えた三者通話などの多言語音声翻訳システ
ム、今回新たに消防庁で作成した訪日外国人のため
の救急車利用ガイド（英語版）などを参考としつつ、
地域の実情に合わせ検討することが期待される。ま
た、平成28年７月には、消防庁消防研究センター、
札幌市消防局及び独立行政法人情報通信研究機構
（NICT）が連携し、多言語翻訳アプリ「VoiceTra」
を活用した多数傷病者発生事故対応合同訓練を実施
しており、実用化に向けた検討を行っている。
　諸外国における大規模イベントでは、医療救護所
等の救護施設を設置するなど、万全の医療体制を構
築することにより、消防機関への救急要請が抑制さ

れることが示されており、大規模イベント等の開催
時に多数傷病者が発生した際の備えとして、イベン
トの計画段階から、イベント主催者や行政の担当部
局等に対して熱中症対策を求めていくとともに、来
訪した外国人への熱中症対策として、外国人のため

【参考】　	消防庁ホームページ「熱中症情報」コンテ
ンツ掲載画面

第2-5-10表 熱中症による救急搬送状況の年別推移（平成24～平成28年）
年齢区分（人） 初診時における傷病程度（人）　

新生児 乳幼児 少年 成人 高齢者 合計 死亡 重症 中等症 軽症 その他 合計

H24年
5 412 6,467 18,192 20,625 

45,701 
76 980 14,736 29,426 483 

45,701 
0.0% 0.9% 14.2% 39.8% 45.1% 0.2% 2.1% 32.2% 64.4% 1.1%

H25年
6 466 7,367 23,062 27,828 

58,729 
88 1,568 19,754 36,805 514 

58,729 
0.0% 0.8% 12.5% 39.3% 47.4% 0.1% 2.7% 33.6% 62.7% 0.9%

H26年
4 359 5,622 15,595 18,468 

40,048 
55 787 12,860 25,967 379 

40,048 
0.0% 0.9% 14.0% 38.9% 46.1% 0.1% 2.0% 32.1% 64.8% 0.9%

H27年
2 503 7,333 19,998 28,016 

55,852 
105 1,361 18,467 35,520 399 

55,852 
0.0% 0.9% 13.1% 35.8% 50.2% 0.2% 2.4% 33.1% 63.6% 0.7%

H28年
4 482 6,548 18,150 25,228 

50,412 
59 981 16,242 32,696 434 

50,412 
0.0% 1.0% 13.0% 36.0% 50.0% 0.1% 1.9% 32.2% 64.9% 0.9%

（備考）　平成24年～26年は６月～９月、平成27年，28年は５月～９月の搬送人員数。
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の救急車利用ガイド（英語版）を活用するなど、熱
中症に備える必要がある。また、感染症など災害発
生時に迅速な活動を可能とするため、医療部局など
関係機関と連携して、事前のマニュアル策定・見直
し等を進めていく必要がある。

　近年の人口減少や厳しい財政状況などにより、過
疎地域や離島においては、救急隊が配置できない地
域や時間帯が生じるなど、救急業務の空白が生じつ
つある。
　このような状況にある愛媛県西予市からの地方分
権改革提案を受け、必要な措置を講じる旨の閣議決
定（平成27年の地方からの提案等に関する対応方
針（平成27年12月22日））がなされた。
　現行では、救急隊は、救急隊員３人以上をもって
編成することとされている（消防法施行令第44条）
が、救急業務の空白地域を解消するため、過疎地域
や離島における救急隊の編成について、より柔軟な
選択を可能とするための政令改正を行うこととした。
　具体的には、過疎地域及び離島においては、新た
な選択肢として、救急隊員２人と准救急隊員１人に
よる救急隊の編成を可能とすることとしている。
　准救急隊員は、救急業務に関する基礎的な講習の
課程（92時間）を修了した者とし、例えば、同課
程の講習を受けた上で、常勤の消防職員として併任
される役場職員などを想定している。また、同課程
の講習を受けた者以外に、同等以上の学識経験を有
する者についても准救急隊員とすることができるこ
ととしており、医師、保健師、看護師、准看護師、
救急救命士及び救急科（250時間）を修了した者を
想定している。
　この改正政令は、平成29年４月１日から施行す
ることとしている。

（９）	救急隊の編成をより柔軟に行うための政令
改正　

（通常の翻訳） （短縮ワードを使った翻訳）

救急多言語音声翻訳アプリを活用した外国人とのコ
ミュニケーション（平成28年７月　札幌市）
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